
定期点検基準の改正 

（車載式故障診断装置の診断の結果の追加）について 
 

 

令和２年４月より改正道路運送車両法が施行され、特定整備制度（電子制御装置整備が新

たに追加）が始まり、令和３年１０月１日には点検基準が改正され、OBD 検査の対象外とな

る大型特殊自動車、被けん引自動車、二輪自動車を除いた全ての自動車について「OBD（車

載式故障診断装置）の診断の結果」が追加となり、点検の結果生じる整備に電子制御装置整

備の認証が必要となる作業も発生します。 

点検の要領は下図のとおりですが、表中にあるように、新しい車両に限らず、原動機の警告

灯、制御装置の警告灯、ABS の警告灯、エアバッグの警告灯についても該当しますので点検

漏れのないようにお願いします。 

 

◎ 〔点検基準の改正内容及び点検要領〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 記録簿の記載方法 

例１）衝突被害軽減制動装置のカメラのボルトを増し締め後、エーミング作業を行った。 

 「その他の点検・整備項目」欄に、「衝突被害軽減制動装置の機能 Ⓣ Ⓐ」と記載する。 

例２）「車載式故障診断装置の診断の結果」を点検した結果、衝突被害軽減制動装置のカメラを交換し、

その後エーミング作業を行った。 

 OBD の診断結果から下へ矢印を記載し、「その他の点検・整備項目」欄に、「衝突被害軽減制動制御

装置のカメラの交換 ⊗」及び「衝突被害軽減制動装置のカメラのエーミング作業 Ⓐ」と記載

する。など、記載する場所がないときは「その他の点検・整備項目」欄を活用し記載する。 



◎ 〔指定自動車整備事業者の注意点〕 

指定自動車整備事業者が保安基準適合証を交付をするには、点検基準に従って点検・整備

を行った上で、保安基準適合性の確認を行う制度となっていることから、１０月１日改正の

新点検基準が施行になると、原則として、電子制御装置整備に係る特定整備の認証を受けて

いない場合は、保安基準適合証を交付することはできません。ただし、電子制御装置整備に該

当する装置を備え付けていない自動車については、当面の間、保安基準適合証を交付するこ

とが可能となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎〔経過措置（令和２年４月１日～令和６年３月３１日まで〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月３１日までに、スキャンツールをつないでのエーミング、カメラ、レーダーの

取り外し・取り付け角度の変更、カメラ、レーダー等が取り付けられている車体前部（バン

パ、グリル）、窓ガラスの脱着を行うなどの電子制御装置整備の対象作業全般を行っていた場

合に限り、経過措置期間中は保安基準適合証の交付が可能です。 


